
医療機関で、 オンライン資格
確認での区分開示に本人の同
意があれば限度額適用認定証
の提示は不要です。
（低所得者Ⅱの人が長期入院
で食費減額の認定を受けるに
は申請が必要です。）
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国民健康保険・後期高齢者医療保険・
介護保険のお知らせ

■賦課限度額が変わりました

■保険料の軽減判定所得金額
が変わりました

保険料の
決定通知書を
７月中旬に
送付します

介 護後 期

国 保
国 保

国 保

後 期

国 保 後 期

世帯主と世帯内の被保険者の
前年中の所得の合計額

軽減
割合

「43万円+10万円×（給与・年金所得者数－1）」 
以下

７割
軽減

５割
軽減

【前年度は53万5千円】

「43万円+10万円×（給与・年金所得者数－1）+
  29万5千円×被保険者数」以下 

「43万円+10万円×（給与・年金所得者数－1）+
  54万5千円×被保険者数」以下 

【前年度は29万円】

２割
軽減

介 護

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険
料の決定通知書を７月中旬に送付します。 国民健康保
険料は世帯主へ、 介護保険料・後期高齢者医療保険料
は本人へ送付します。

国民健康保険料（均等割・平等割）・後期高齢者医療
保険料（均等割）の軽減判定所得が変わりました。

国民健康保険料は、 「医療分」「後期支援分」「介護分」
の合算で算出されています。
それぞれの区分に限度額が設けられており、 所得の

多い世帯でもそれぞれの限度額までしか賦課されま
せん。
令和６年度から、 「後期支援分」の限度額が次のとお

り変わりました。

■保険料率が変わりました

後期高齢者医療保険料は、 被保険者全員が均等に負
担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担す
る「所得割額」の合計です。
今回の保険料率の改定については、 全世代対応型の

持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法
等の一部を改正する法律の施行による影響があります。
令和６年度から保険料が次のとおり変わりました。

制度改正による影響を緩和するため、 令和６年度のみ
次の措置を行います。
※1　所得割率は、 総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58
万円以下の人については、 令和 6年度のみ８.98%となります。
※2　生年月日が1949年（昭和24年）3月31日以前の人か、 障害認
定により資格取得された人は、 令和 6 年度のみ年間保険料限度
額が73万円となります。

　「納付書在中」と印字した封筒が届いた人は、 同
封の納付書での支払いが必要です。 第１期の納期
限は７月31日㈬です。
※今まで年金から差引きされていた人も、 所得や
世帯状況の変更等により、 支払方法が変更とな
っている場合があります。 ご注意ください。

 医 療 分
後期支援分
介 護 分

………

………

………

  65万円（変更なし）
24万円（前年度は22万円）
17万円（変更なし）

   
   

介護保険制度は３年ごとに見直され、 令和６年度の
改正で、 所得段階の区分が11段階から13段階に変更
されました。
介護保険料は、 ３年間の介護給付の見込みに応じ基

準月額を算定し、 所得段階別に決定しますが、 令和６
年度からの３年間の介護保険基準月額は、 被保険者の
保険料負担を軽減するため、 介護給付費準備基金を取
り崩して充てることで令和３年度から令和５年度と
同額としました。
また、 公費による低所得者の軽減も行っています。
詳しくは、 介護保険料決定通知書に同封のチラシを

ご確認ください。

申請場所　保険年金課、 各支所（御調地域は御調保健
福祉センター）

医療機関を受診するときに、 保険証に添えて提示する
と、 同一月内の１医療機関ごとの窓口負担が限度額まで
となります。 住民税非課税世帯の人は、 更に入院時の食
費や療養病床の居住費の負担額が減額になります。
今までに認定証の申請手続きをしたことがあり、 今

年度の所得区分が「非課税世帯」か「課税世帯で現役並み
所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は、 保険証に同封して郵送されます。
また、 所得区分の変更がない人でこれまで認定証を

お持ちの人は、 自動で更新されるので申請は不要です。
※現在、 認定証をお持ちの人であっても、 令和６年度
が該当適用区分ではない人については認定要件に
該当しないので新しい認定証は同封されません。
８月からは新しい保険証・認定証を使用し、 有効期限
切れの保険証・認定証は、 ご自分で廃棄してください。

８月１日㈭から使用する保険証（紫色）を、 ７月末日
までに郵送します。
８月からは新しい保険証
を使用し、 有効期限切れの
保険証はご自分で廃棄して
ください。

問市民税課保険料係（☎0848-38-9145）
問市民税課保険料係（☎0848-38-9145）

問市民税課保険料係（☎0848-38-9145）

問保険年金課（☎0848-38-9142）

問保険年金課（☎0848-38-9135）
広島県後期高齢者医療広域連合
（☎082-502-3010）問市民税課保険料係（☎0848-38-9145）

問市民税課保険料係（☎0848-38-9145）

 ………

………

………

  49,621円（前年度は45,840円）
9.63%※1（前年度は8.67%）
80万円※2（前年度は66万円）

   
   

後 期

均等割額
所得割率
限 度 額

■所得段階別保険料が変わりました

75歳未満の人
■被保険者証（保険証）の定期更新

８月１日から
保険証等が
新しくなります介 護後 期

国 保

↑この封筒でお送りします

国 保

医療機関を受診するときに、 保険証に添えて認定証
を提示すると、 支払い時の負担が限度額までになりま
す。住民税非課税世帯の人は更に入院時の食費や療養
病床の居住費の負担額が減額になります。 現在交付し
ている認定証の有効期限は７月31日㈬です。 新しい
認定証が必要な人は、 ７月11日㈭以降、 申請してく
ださい。
持保険証、 現在お持ちの認定証、 来庁者の本人確認書
類（免許証等）、 世帯主と対象者のマイナンバーカー
ド等
※適用区分「オ」か「Ⅱ」の認定後、 12カ月以内の期間の
入院日数が90日を超えた場合、 申請により、 食費が
さらに減額になります。 該当すると思われる人は、入
院日数が確認できる書類（領収書、 入院証明書など）
を持参してください。

国 保 ■「限度額適用認定証」、 「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の更新

後 期
75歳以上の人（65歳以上75歳未満の
障害認定により後期高齢者医療に加入
している人を含む）
■被保険者証（保険証）の定期更新

後 期
■「限度額適用認定証（灰色）」、 「限度
額適用・標準負担額減額認定証（緑
色）」の更新

　郵送申請も可能です。 市HPの申請書に記入し、 
保険証のコピーを添付してください。

この封筒でお送りします

↑

８月１日㈭から使用する新しい保
険証（水色）を７月末日までに広島
県後期高齢者医療広域連合から郵
送します。

※詳しくは広島県後期
高齢者医療広域連合
HPをご覧ください。

▲連合HP

http://www.kouiki-hiroshima.jp/seido/hokensyou.html

